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１．趣旨 

   この手引きは、生産緑地の都市計画決定の告示の日から起算して３０年を経過す

る日（以下「申出基準日」という。）が近く到来する生産緑地を計画的に保全し、良好

な都市環境の形成を図るため、生産緑地法（昭和４９年法律第６８号。以下「法」とい

う。）に基づく特定生産緑地の指定等に関し、手続きの方法などの必要な事項をまと

めたものです。 

 

２．生産緑地制度の概要 

市街化区域内にある農地について、生産緑地の指定の要件に該当する場合に

は、生産緑地に指定することができます。生産緑地に指定された農地については、

次のような影響が生じます。 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地に指定した場合、原則として３０年間は上記の影響が継続します。 

指定から３０年が経過した後は、営農を継続するかどうかを選択し、営農をしない

場合には、市へ生産緑地の買取り申出を行うことができます。 

買取り申出がされた生産緑地は、市で買取りをするかの検討をし、買取らない場

合には、次に農業に従事することを希望する方へ取得のあっせんを行います。取得

のあっせんも不調となり、買取り申出があった日から３ヶ月以内に協議が整わない場

合には、行為の制限が解除され、生産緑地を廃止します。行為の制限が解除される

と、生産緑地の宅地化等を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ヶ月 

買取り申出の流れ 
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・農地として管理する義務が生じる。 

・建築等の営農以外の行為が制限される。 

・相続税等の納税猶予が適用される。 

・固定資産税等が農地課税となる。 

生産緑地に指定された場合の影響 
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